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2002 年以後 100 年間の国内人工林を対象として持続的に多くの CO2 吸収量が見込まれる森林経営手法を検

討した．さらに，炭素吸収機能を考慮した森林の経済的評価を行った．京都議定書の第二約束期間以降も伐採

木材の取り扱いに関して現行の IPCC Default Approach が採用される場合，年間平均 CO2吸収量が 1990 年比

6%に相当する森林経営手法を提示した．また，森林経営活動によって吸収される CO2 が将来の国内排出権取

引市場で売却可能となった場合，排出権売却利益を見込んだ森林経営収支は現行の育林補助金と同等もしくは

それ以上の収支改善効果を示した．さらに，森林経営は省エネルギーなど他の CO2 削減施策における限界削

減費用と比較して 1/15 以下の費用負担で実施できる可能性を示した． 
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1.  はじめに  

  
2005年2月に発効した国連気候変動枠組条約京都議定

書では，大気中の二酸化炭素を吸収固定する森林の炭

素吸収機能が評価されており，各国の温室効果ガス削

減目標の達成に森林による炭素吸収量を含めることが

認められ，地球温暖化緩和策として森林吸収源の活用

が注目されている．特に日本の温暖化対策は森林吸収

源への依存度が高く，第一約束期間(2008年～2012年)の

温室効果ガス削減目標値である1990年比6%のうち3.9%
を国内の森林による炭素吸収量によって確保する計画

である1)．このため，国内の森林による炭素収支や人為

的な森林経営活動の炭素収支への影響等を把握するこ

とが重要課題となっている．松本ら2)は，各種林業統計

を用いて1990年および2000年における国内の森林バイオ

マスによる炭素ストック量を推定し，この期間内の年

間炭素吸収量を推計している．また，長期固定試験地22
か所において間伐の有無が森林の炭素収支に与える影

響を調査した事例も報告されている3)．天野ら4)は，第一

約束期間における効率的な森林管理方法を検討してお

り，国内の育成林を対象とした下刈り・間伐等の施業

の実施によって確保できる年間炭素吸収量を推計して

いる．しかし，第二約束期間以降も含めた長期的な観

点から種々の森林経営活動による炭素収支への影響を

評価した研究事例は報告されておらず，持続的に炭素

吸収機能を維持しながら多くの吸収量を確保すること

ができる森林経営手法は未だ明らかになっていない．

そこで，本研究では，2002年以後100年間の国内人工林

を対象とした長期的炭素収支に基づいて種々の森林経

営手法を評価し，持続的に多くの炭素吸収量を確保す

ることができる経営手法を検討する．さらに，炭素吸

収機能を考慮した森林の経済的評価として，森林経営

活動によって吸収される二酸化炭素が将来の国内排出

権取引制度で売却可能となった場合の森林経営者に対

する経済的インセンティブや，省エネルギーなど他の

二酸化炭素削減施策と比較した森林経営の費用対効果

について考察する． 
 
 
2.  森林経営手法の設定 

  

国内人工林を対象として以下に示す5つのタイプの森

林経営手法の実施を想定した．なお，国内人工林は，

スギ・ヒノキ・マツ類・カラマツを対象樹種とし，こ

れらの樹種で人工林面積の88%，蓄積量の94%を占めて

いることから5)，ほぼ人工林全体を対象としていること 
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スギ ヒノキ マツ スギ ヒノキ マツ スギ ヒノキ マツ スギ ヒノキ マツ

0
植栽

5000本/ha
植栽

5000本/ha
植栽

2000本/ha
植栽

5000本/ha
植栽

5000本/ha
植栽

2000本/ha
植栽

5000本/ha
植栽

5000本/ha
植栽

2000本/ha

5

10 10% 30% 25% 15% 26% 15% 10% 30% 25%

15 10% 5% 30% 31% 20% 31% 10% 5% 30%

20 25% 9% 33% 31% 33% 25% 9% 30% 29% 30%

25 30% 32% 30% 27% 30% 32% 30%

30 20% 30% 36% 36%
下層植栽
5000本/ha

下層植栽
5000本/ha

30% 30% 39% 30%

35 25% 41% 上層25% 上層20%

40
100%

5000本/ha
100%

5000本/ha
30%

上層100%
下層10%

上層100%
下層30%

上層30%
スギ5000本

45 35% 35% 10% 5% 30% 39% 30%

50 10% 30%
100%

2000本/ha
32% 25% 9%

上層100%
スギ10%

55 10% 5% 30% 32% 10%

60 25% 9% 25%
下層植栽
5000本/ha

下層植栽
5000本/ha

25%
上層61%

下層5000本
上層46%

下層5000本
上層61%

スギ5000本

65 30% 32% 30% 上層25% 上層20% 30%

70 20%
上層100%
下層10%

上層100%
下層30%

下層スギ
5000本/ha

75 25% 30% 40% 23% 40% 10% 5% 上層25%

80
100%

5000本/ha
100%

5000本/ha
30% 25% 9%

上層100%
下層10%

上層33%
下層30%

上層33%
下層29%

上層33%
下層30%

85 30% 32% 10%

90 10% 30% 30%
下層植栽
5000本/ha

下層植栽
5000本/ha

25% 下層30% 下層39% 下層30%

95 10% 5% 上層25% 上層20% 30%

100 25% 9%
100%

2000本/ha
上層100%
下層10%

上層100%
下層30%

下層スギ
5000本/ha

%：本数伐採率（ha当たりの残存本数に対する伐採本数）

短期二段林型経営手法 常時複層林型経営手法
経年(年)

皆伐植林型経営手法 弱択伐型経営手法

になる． 

 

(1) 非伐採型 

 植栽，下刈り，間伐等の森林経営は行わず追加的・人

為的活動が全く無い状態を想定した． 

 

(2) 皆伐植林型 

 木材伐採時に広範囲の樹木を一斉に全部または大部分

伐採する皆伐を行い，木材伐採後は伐採跡地へ植栽して

次世代の樹木育成を行う経営手法であり，戦後の国内林

業において実施されてきた従来型の経営活動を想定した． 

 

(3) 弱択伐型 

 木材伐採時に皆伐を行わず樹木の一部を抜き伐りする

択伐を行う経営手法であり，木材伐採後に植栽は行わな

いものとした．この経営手法は，大規模な伐採とその後

の植栽，下刈り等の育林費用負担を避け，小規模な間伐

および択伐収入に期待する現状の国内林業に近い経営活

動を想定している．  
 

(4) 短期二段林型 

 2層以上の樹木の階層を有する複層林化を指向する経

営手法であり，上層樹木と下層樹木が重複する期間を10
年とし，皆伐植林型のように木材伐採後いったん無立木

地となることを避け，更新時期だけを二段林でつなぐ経

営活動を想定した．上層樹木の伐採時期の10年前に下層

へ次世代の樹木を植栽し，その後上層樹木をまとめて伐

採収穫するものである．  

 

(5) 常時複層林型 

 樹木が単層になる期間が無く常に2層以上の階層で構

成される複層林化である．上層樹木は皆伐ではなく択伐

を行い，常に下層のどこかに植栽木があり，それを育成

する管理が行われる経営手法を想定した． 
 表-1に非伐採型を除く4つの森林経営手法ごとの樹種

別施業計画を示す．これら施業計画は標準的な森林施業

体系6),7),8)を参考に設定したが，マツ類およびカラマツの

弱択伐型施業体系が入手困難であったためスギの弱択伐

型施業体系を採用することとした．また，一般的に，マ

ツ類の複層林化はマツ－スギ型の複層林を指向すること

から6)，マツ類およびカラマツの短期二段林型，常時複

層林型については次世代目からスギを植栽する施業計画

を設定した． 
 

表-1 森林経営手法ごとの樹種別施業計画 
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3.  炭素収支推計手法と使用したデータ 

 

(1) 炭素収支推計対象および評価方式 

2002 年実績の森林資源統計 5)を基礎データとして，

2002 年以後 100 年間に国内人工林において 2.の各種森

林経営手法を実施した場合の炭素ストック量の変化，年

間炭素吸収量・排出量の推移および木材伐採量を推計し

た．ここで，森林による炭素収支は，生育している樹木

の枝・葉・幹(地上部バイオマス)および根(地下部バイ

オマス)を合わせた植生バイオマスの成長に伴う炭素ス

トック量の変化を推計対象とし，枯死木，堆積有機物お

よび森林土壌による炭素収支は対象外とした．植生バイ

オマスの年間炭素吸収量・排出量(年間炭素ストック変

化量)は(式 1)より算出した．(式 1)中の t1年から t2年期

間は 5年間と設定した．なお，CLBは(式 2)から算定して

おり，(式 2)中の各パラメータ推計手法および使用した

データについては次節(2)，(3)で示す． 

また，伐採木材の取り扱いについては，京都議定書の

第一約束期間(2008年～2012年)に適用される評価方式で

ある IPCC Default Approach9),10)を採用することとした．こ

の評価方式は，森林を伐採した時点で伐採木材に含まれ

る炭素が全て大気中に排出されると評価する．したがっ

て，植生バイオマスの年間炭素ストック変化量(∆CLB)は

植生バイオマスの成長量から木材伐採量を差し引いた炭

素ストック量(CLB)の変化から推計する(式 1)．なお，第

二約束期間以降に採用される可能性がある新たな提案方

式として，各国の国内の森林による炭素ストック量の変

化と国内に存在する木材による炭素ストック量の変化の

合計を評価する Stock-Change Approach，伐採木材におい

ては各国の国内に存在する木材ではなく各国で生産され

た木材による炭素ストック量の変化をその生産国に帰属

させて評価するProduction Approach，各国の国内における

大気との炭素吸収・排出の差し引きを評価する

Atmospheric-Flow Approachの 3つの評価方式が検討されて

いる 9),10)．  

)/()( 12.. 12
ttCCC tLBtLBLB −−=∆  

ここで， 

∆CLB：植生バイオマスの年間炭素ストック変化量(年間

炭素吸収量・排出量) (t-C/year)  
CLB.t2： t2年における植生バイオマスの炭素ストック量 (t-

C) 
CLB.t1： t1年における植生バイオマスの炭素ストック量 (t-

C)  

CFDBEFVC LBLB ⋅⋅⋅=  

 

森林資源統計
齢級ごとの

人工林密度(m3/ha)を
樹種別・地域別に分割

森林資源統計
齢級ごとの

人工林密度(m3/ha)を
樹種別・地域別に分割

樹高生長曲線
齢級に対応する
上層樹高(m)を

樹種別・地域別に分割

樹高生長曲線
齢級に対応する
上層樹高(m)を

樹種別・地域別に分割

林分密度管理図
人工林密度(m3/ha)と

上層樹高(m)を示す等平均樹高線の交点

から本数密度(本/ha)を推定

林分密度管理図
人工林密度(m3/ha)と

上層樹高(m)を示す等平均樹高線の交点

から本数密度(本/ha)を推定

森林経営手法ごとの
本数伐採率・植栽本数

森林経営手法ごとの
本数伐採率・植栽本数

森林資源統計

齢級ごとの人工林
面積(ha)を乗算

森林資源統計

齢級ごとの人工林
面積(ha)を乗算

国内人工林における幹材積植生バイオマス
のストック量(m3)変化を5年ごとに推計

国内人工林における幹材積植生バイオマス
のストック量(m3)変化を5年ごとに推計

森林経営手法ごとの

伐採齢級に対応した
上層樹高(m)

森林経営手法ごとの

伐採齢級に対応した
上層樹高(m)

林分密度管理図
本数伐採率・植栽本数(本/ha)によって
等平均樹高線上を推移させ、5年ごとの

樹木成長量を自然枯死線によって予測

林分密度管理図
本数伐採率・植栽本数(本/ha)によって
等平均樹高線上を推移させ、5年ごとの

樹木成長量を自然枯死線によって予測

 

 

 

ここで， 

VLB：幹材積(樹木の幹部分の体積)による植生バイオマ

スのストック量 (m3) 

BEF：拡大係数(幹材積から枝・葉・根部分を含む植生

バイオマス全体へ拡大する換算係数) 

D：容積密度 (t/m3) 
CF：炭素含有率 (t-C/t) 
 

(2) 幹材積による植生バイオマスストック量(VLB)および

木材伐採量の推計手法 

 図-1に幹材積による植生バイオマスストック量(VLB)

の経年変化を推定する際の推計フローを示す．推定には，

森林資源統計4)から得られる林齢5年間(齢級)ごとの樹種

別・地域別の幹材積人工林密度(m3/ha)，樹高生長曲線

から得られる樹木の齢級に対応した上層樹高(m)，異な

る木材伐採時期・本数伐採率・その後の植栽本数に対応

可能な樹木成長量モデルである林分密度管理図11)を使用

した．林分密度管理図には，自然枯死を考慮した樹木成

長を表す「自然枯死線」と樹木の上層樹高を表す「等平

均樹高線」が縦軸の幹材積密度(m3/ha)と横軸の本数密

度(本/ha)上に示されている．推計フロー図(図-1)に従っ

て，幹材積人工林密度(m3/ha)と伐採齢級に対応した上

層樹高(m)を示す等平均樹高線の交点に基づいて，森林

経営手法ごとに異なる本数伐採率・植栽本数によって等

(式1) 

(式2) 

図-1 幹材積植生バイオマスストック量の推計フロー 
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平均樹高曲線上を推移させ，その後の樹木成長量を自然

枯死線によって予測し，5年ごとの幹材積密度(m3/ha)の
変化を推計した．これらに齢級ごとの人工林面積(ha)を
乗じて2002年以後100年間における国内人工林の植生バ

イオマスストック量(VLB)の経年変化を推定した． 
また，森林経営手法ごとの木材伐採量についても，密

度管理図上に示されている「等平均直径線」を用いて伐

採時期ごとの木材胸高直径を推定し，胸高直径別の幹材

積木材伐採量(m3)を算出した．これを幹材積から樹皮部

分を除いた丸太材積へ換算するために，利用率0.7712)を

乗じて直径別の丸太材積木材伐採量を求めた． 
 

(3) 拡大係数(BEF)・容積密度(D)・炭素含有率(CF) 
 (式2)の拡大係数(BEF)は樹木の幹材積を枝・葉・根

を含む植生バイオマス全体へ拡大する換算係数であり，

福田ら13),14)の推定値を引用して樹種ごと林齢ごとに異な

る拡大係数を用いた．(式2)の容積密度(D)および炭素含

有率(CF)は木材工業ハンドブック15)から引用し，容積密

度はスギ0.32，ヒノキ0.34，マツ類0.41(アカマツの値を

採用)，カラマツ0.44を用い，炭素含有率は樹種に関わ

らず一律0.50を使用した．  
 
 
4.  炭素収支推計結果 

 

(1) 炭素ストック量 

 図-2 は，国内人工林において各種森林経営手法を実

施後 100年における炭素ストック量の推移を示している．

いっさいの森林経営活動を実施しない非伐採型では，木

材伐採とその後の植栽による資源更新が行われないため，

人工林全体の炭素ストック量は現状の約 560 百万 t-C か

ら徐々に増加はするが 60 年経過前後に約 1,100 百万 t-C
でほぼ均衡状態となる．また，小規模な択伐を行い伐採

後の植栽を想定しない弱択伐型では，現状の炭素ストッ

ク量 560百万 t-Cから大きな増減はなく 670百万 t-C前後

で推移する．一方，大規模な皆伐を行い伐採後に伐採跡

地へ植栽し次世代の樹木育成を行う皆伐植林型では，炭

素ストック量に経年変動があることが確認された．さら

に，植栽後に上層樹木を皆伐して更新時期だけを複層林

化する短期二段林型では，炭素ストック量の経年変動が

極めて大きくなる．この経営手法は，各種経営手法の中

で最も木材伐採量(図-3)とその後の植栽量が多く，伐採

による森林炭素ストックの減少(10 年経過前後の約 430
百万 t-C)と植栽後の樹木成長による炭素ストックの増加

(100 年経過前後の約 1,180 百万 t-C)との格差が大きく，

最大約 2.7 倍と推計された。また，上層樹木を択伐しな

がら下層樹木を植栽し常に森林を複層林化する常時複層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林型は，炭素ストックの増加が著しく，50 年経過時に

は現状 560百万 t-Cの 2.3倍に相当する約 1,290百万 t-Cの

炭素ストック量が見込まれる結果となった．1ha 当たり

の炭素ストック量は約 140t-C/ha となり，現状の熱帯林

の平均的な炭素ストック量約120t-C/ha16)(文献16, Table 1-1, 
Tropical forests を 1ha 当たりの炭素ストック量 t-C/ha へ換

算)と同程度である．また，50 年経過以降も炭素ストッ

ク量は増加し続け，100年経過時には約 2,050百万 t-Cと

推計されたが，森林内の炭素ストック可能量について今

後検討する必要があると考えられ，100 年経過以降の超

長期的には施業計画(表-1)に課題が残るといえる． 
 

(2) 木材伐採量 

図-3 は，木材伐採を行わない非伐採型を除いた各種

経営手法ごとの年間木材伐採量(丸太材積)の推移を示し

ている．皆伐と植栽を行う皆伐植林型および短期二段林

型は，伐採時期の集中する期間に多くの木材伐採量が予

想される．特に短期二段林型では， 40 年経過前後，70
年経過前後および 100年経過前後における木材伐採量が

約 200 百万 m3と推計され，現状(2002 年)の日本国内の

総木材供給量 5)約 90百万 m3の 2倍以上に相当している．

また，皆伐植林型，短期二段林型および常時複層林型は，

図-3 年間木材伐採量(丸太材積)の推移 

図-2 国内人工林における炭素ストック量の推移 
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現状(2002年)の国産材供給量 5)約 16百万 m3を上回る木

材供給が可能であるが，現状の森林経営に近い弱択伐型

においては，徐々に木材伐採量が減少し 40 年経過以降

は現状の国産材供給量約 16百万 m3を下回ることが予想

される． 

 
(3)  年間炭素吸収量・排出量 

(式 1)によって，5 年間隔の炭素ストック変化量から

年間炭素吸収量・排出量(年間の炭素ストック変化量)を

算出した．年間炭素吸収量・排出量推計結果を図-4 に

示す．IPCC Default Approachでは，木材伐採量が樹木成長

量を上回る年において，森林は炭素吸収源ではなく炭素

排出源と評価されることとなる．したがって，木材伐採

時に大規模な皆伐を行う皆伐植林型および短期二段林型

において伐採時期の集中する期間は，炭素吸収量ではな

く炭素排出量がカウントされる．特に短期二段林型では，

最大約 28 百万 t-C/year(35 年経過前後)の年間吸収量と評

価される時期から，最大約 34 百万 t-C/year(70 年経過前

後)の年間排出量と評価される時期までその変動は極め

て大きい．一方，非伐採型は，毎年徐々に年間吸収量が

減少し，弱択伐型の場合では，年間吸収量がほとんど見

込めない．したがって，非伐採型および弱択伐型は持続

的に炭素吸収機能を維持することができない森林経営手

法といえる．国内人工林の現状に近い弱択伐型の経営活

動が今後も実施された場合，森林の炭素吸収機能は十分

発揮されないと考えられる．各種経営手法の中で持続的

に炭素吸収量を確保できるのは常時複層林型の森林経営

手法と推定された．経年変動があるが 100年間を通して

炭素排出量とカウントされる時期はなく，年間炭素吸収

量が最大約 30 百万 t-C/year で推移する期間(30 年経過前

後から 50年経過前後)が確認された．また，50年間にお

ける年間平均吸収量は約 17百万 t-C/yearであり，1990年
時の国内総二酸化炭素排出量の約 6%に相当している．

これは，京都議定書の第一約束期間における森林炭素吸

収量の目標値 13百万 t-C/yearを大幅に上回る吸収量であ

る．今後中長期的に最も有望な森林経営手法と考えられ

る．さらに，100年間を通した年間平均吸収量も約 16百
万 t-C/year と高水準であることが確認されたが，4.(1)に

おいて述べた森林内の炭素ストック可能量を考慮すると，

超長期的には検討の余地がある森林経営手法と考えられ

る．  

  

 
5.  炭素吸収機能を考慮した森林の経済的評価 

  

木材生産による森林経営収支を試算した上で，炭素吸

収機能を考慮した観点から森林の経済的評価を行った． 

-40

-20

0

20

40

60

0 20 40 60 80 100

経年(year)

年
間

炭
素

吸
収

量
(+

)・
排

出
量

(-
)

(百
万

t-
C

/
ye

ar
)

非伐採型 皆伐植林型 弱択伐型

短期二段林型 常時複層林型

 

 

(1) 森林経営収支と使用したデータ 

森林経営手法ごとの木材生産による経営収支を(式 3)
によって算出した．なお，対象期間は 2002 年以後 100
年間とし，表-2，表-3 および表-5 に示した価格や費用

はこの期間中一定と仮定した.また，割引率は考慮しな

かった. 

CBAX −−=  

ここで， 

X：木材生産による森林経営収支(円) 

A：木材販売収益(円) 

B：木材伐採・搬出・運搬費用(円) 

C：育林費用(円) 

 

a)木材販売収益(A)  

3.(2)において森林経営手法ごとに推計した樹種別・

直径別の丸太材積による木材伐採量(m3)(図-3)に，樹種

別・直径区分ごとの2004年時丸太市場価格17)(表-2)を乗

じて木材販売収益(A)を算出した． 

b)木材伐採・搬出・運搬費用(B)  

 梅田ら 12)の試算値を引用した丸太 1m3当たりの伐採・

搬出・運搬費用(円/m3)(表-3)に，3.(2)の丸太材積木材

伐採量(m3)(図-3)を乗じて木材伐採・搬出・運搬

費用(B)を算出した． 

c)育林費用(C)  

森林経営手法ごとの標準的な森林施業体系 5),6),7)を参考

に樹種別育林作業工程(地ごしらえ・植栽・下刈り・枝

打ち)(表-4)を想定した上で，各育林作業に要する費用

が公表されている都道府県庁(福島県，静岡県，京都府，

三重県，島根県，宮崎県)の平均値に基づいて 1ha 当た

り育林費用(円/回/ha)(表-5)を設定し，樹種ごとの人工

林面積(ha)を乗じて森林経営手法ごとの育林費用(C)を
算出した．現状の森林経営者は，木材伐採期に至るまで

の育林期間において育林費用に対する木材伐採収入が見

込めない．このため，国および地方自治体によって地ご

しらえ・植栽・下刈り・枝打ち等の育林作業に対する育 

(式3) 

図-4 年間炭素吸収量・排出量 
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単位：円/m3

丸太直径(cm) スギ ヒノキ アカマツ カラマツ 伐採・搬出・運搬作業 費用(円/m3) 伐採・搬出・運搬作業 費用(円/m3)

       ～ 7 4,400 4,400 4,400 4,400 伐木造材の人件費 1,900 トラック積卸しの人件費 500

      8～13 10,900 (*)23,700 (*)12,400 (*)7,500 伐木造材の損燃料 416 雑費 474

    14～23 13,500 29,400 15,300 9,300 人力木寄せの人件費 59 トラック運賃 2,450

24～29 14,700 (*)32,000 (*)16,700 9,300 機械集材の人件費 1,520 労災保険料 470

           30～ 17,500 (*)38,100 (*)19,900 (*)12,100 機械集材の損燃料 232 その他 2,516

(*)：公表値がないためスギ価格との比率から推計 付属品の損料 111 合計 10,648

スギ ヒノキ マツ スギ ヒノキ マツ スギ ヒノキ マツ スギ ヒノキ マツ

0
地ごしらえ

植栽
地ごしらえ

植栽
地ごしらえ

植栽
地ごしらえ

植栽
地ごしらえ

植栽
地ごしらえ

植栽
地ごしらえ

植栽
地ごしらえ

植栽
地ごしらえ

植栽

5
下刈り(4)
枝打ち(1)

下刈り(4) 下刈り(3)
下刈り(4)
枝打ち(1)

下刈り(4) 下刈り(3)
下刈り(1)
枝打ち(1)

下刈り(1) 下刈り(3)
下刈り(1)
枝打ち(1)

下刈り(1) 下刈り(3)

10
下刈り(2)
枝打ち(1)

下刈り(2)
枝打ち(1)

枝打ち(1)
下刈り(2)
枝打ち(1)

下刈り(2)
枝打ち(1)

枝打ち(1)
下刈り(2)
枝打ち(1)

下刈り(2)
枝打ち(1)

枝打ち(1)
下刈り(2)
枝打ち(1)

下刈り(2)
枝打ち(1)

枝打ち(1)

15 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1)

20 枝打ち(1) 枝打ち(2) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(2) 枝打ち(1) 枝打ち(1)

25 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1)

30 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1) 枝打ち(1)

()内：回数

単位：円/回/ha

スギ ヒノキ マツ スギ ヒノキ マツ スギ ヒノキ マツ スギ ヒノキ マツ

地ごしらえ
植栽

1,035,000 1,035,000 449,000 932,000 932,000 404,000 932,000 932,000 404,000

下刈り 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

枝打ち 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000

経年（年）
皆伐植林型経営手法 弱択伐型経営手法 短期二段林型経営手法 常時複層林型経営手法

常時複層林型経営手法
育林作業

皆伐植林型経営手法 弱択伐型経営手法 短期二段林型経営手法

 

 

単位：円/ha/year

皆伐植林型 弱択伐型 短期二段林型 常時複層林型

(A)  木材販売収益 110,000 21,460 161,610 86,060

(B)  木材伐採・搬出・運搬費用 65,970 11,610 101,360 50,740

(C1) 育林費用(補助金なし) 44,540 990 54,570 35,990

(C2) 育林費用(補助金あり) 14,250 320 17,460 11,520

(X1) 経営収支(育林補助金なし) -510 8,860 5,680 -670

(X2) 経営収支(育林補助金あり) 29,780 9,530 42,790 23,800  

林補助制度が実施されている．そこで，これら育林作業

に要する費用に 68%18)の補助金を設定し，補助金を想定

しない場合の育林費用(C1)と想定した場合の育林費用

(C2)のどちらも試算することとした． 

 

(2) 経営収支試算結果 

(1)において算出した 100 年間を通した森林経営手法

ごとの経営収支(円)を，期間 100 年(year)および対象人

工林面積(ha)で除することにより 1 年間・1ha 当たりの

森林経営収支(円/ha/year)を算出した．育林補助金を想定

しない森林経営収支(X1)は，いずれの経営手法において

も木材伐採期に至るまでの育林期間は収支が支出超過と

なった．しかし，100年間を通した 1年間・1ha当たりの

経営収支で評価すると，現在の森林経営の状況を想定し

た弱択伐型が最も高い収益を得る結果となり，皆伐植林

型および常時複層林型では支出超過となった(表-6)．一

方，これら経営収支に育林補助金を含めた場合(X2)は，

短期二段林型が最も収益が大きい結果となった(表-6)． 

ここで，現在，日本国内において本格的導入が検討され

ている国内排出権取引制度に着目する．この制度におい

て森林経営活動によって吸収された二酸化炭素を排出権

として取引市場で売買することが認められた場合，森林

経営者は森林の二酸化炭素吸収量に応じた排出権売却利

益を得ることができる．そこで，各種森林経営手法ごと

の二酸化炭素吸収量に応じた排出権売却利益を試算し，

現状の森林経営収支に排出権売却利益を含めた仮想的な

経営収支を算出した．4.(3)における森林経営手法ごと

の 100 年を通した炭素吸収量(図-4)を 1 年間・1ha 当た

りの二酸化炭素吸収量(t-CO2/ha/year)に換算した上で，排

出権の市場取引価格(円/t-CO2)を乗じることにより森林

経営手法ごとの 1年間・1ha当たりの排出権売却利益(円

/ha/year)を算出した．これを現状の森林経営収支(円

/ha/year)(表-6 の(X1))に加えることにより排出権売却利

益を含めた仮想的な経営収支を算出した．なお，排出権

表-2 樹種別・直径区分ごとの丸太市場価格(最新2004年) 

表-4 森林経営手法ごとの樹種別育林作業工程 

表-5 1ha・1回当たりの育林費用 

表-6 森林経営手法ごとの1年間・1ha当たりの経営収支試算結果 

表-3 丸太1m3当たりの伐採・搬出・運搬費用 
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取引価格(円/t-CO2)については，環境省が実施した排出

権取引試行事業 19)(2003年 12月～2004年 6月)での平均

取引価格が 2,950円/t-CO2，民間シンクタンクの模擬実験

20) (2002 年 9 月～10 月)での取引価格の推移が 2,000～
4,000 円/t-CO2と報告されていることから，ここでは，取

引価格を3,000円/t-CO2と設定した． 

以上の試算結果を含めた各種森林経営手法ごとの経営

収支を図-5 に示す．排出権売却利益を含めた仮想的な

経営収支は，現状では支出超過となる常時複層林型にお

いて最も収益が大きくなる．短期二段林型も現状の収益

の 2倍以上となることが確認されたが，弱択伐型はあま

り変化が見られなかった．また，現在実施されている国

および地方自治体による育林補助制度と国内排出権取引

制度の導入を比較すると，弱択伐型および常時複層林型

において排出権売却利益を見込めば育林補助金と同等も

しくはそれ以上の収支改善効果を示した． 

 

(3) 森林経営と他の二酸化炭素削減施策の比較 

 森林経営に要する費用は，大気中の二酸化炭素を吸収

するために要する費用すなわち森林経営活動という二酸

化炭素削減施策の導入に必要となる費用と解釈すること

もできる．そこで，5.(2)の経営収支試算結果(表-6)に

おいて現状の経営収支(育林補助金なし)が支出超過とな

る皆伐植林型および常時複層林型の森林経営活動に要す

る費用(円/ha/year)を二酸化炭素限界削減費用(円/t-CO2)へ

換算し，他の二酸化炭素削減施策による限界削減費用

(円/t-CO2)と比較した． 

森林経営活動(皆伐植林型・常時複層林型)によって大

気中から 1ton の二酸化炭素を吸収するために必要な追

加的費用すなわち限界削減費用(円/t-CO2)は，皆伐植林

型および常時複層林型各々の 1 年間・1ha 当たりの費用

(円/ha/year)を，皆伐植林型および常時複層林型各々と非

伐採型(人為的活動が全く無い状態)との 1 年間・1ha 当

たりの二酸化炭素吸収量(t-CO2/ha/year)の差で除すること

により求めた．しかし，皆伐植林型は非伐採型よりも年

間平均吸収量が小さく評価されることから，皆伐植林型

経営活動は，二酸化炭素削減施策と見なすことができな

いと判断し，常時複層林型経営活動のみ対象とすること

とした．  

 常時複層林型の森林経営活動における限界削減費用

(円/t-CO2)と日本国内における3種の二酸化炭素削減施策

による限界削減費用(円/t-CO2)との比較結果を図-6に示

す．ここで，3種の二酸化炭素削減施策は村上ら21)の試

算結果を引用しており，エネルギー転換施策は今後想定

される一次エネルギーの消費量構成比を基にここから天

然ガスおよび新エネルギーの割合を増加させる施策が想

定されている．省エネルギー施策は産業・家庭・業務の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部門における省エネルギー技術の普及がいくつかの見

通しから想定されている．自動車交通施策はガソリンハ

イブリッド車・燃料自動車・電気自動車・天然ガス自動

車の普及が想定されている．図-6にはこれら限界削減費

用(円/t-CO2)試算結果の最小値を示してある．常時複層

林型の森林経営手法は，他の3種の二酸化炭素削減施策

と比較すると1/15以下の費用負担で実施可能となる．こ

れは，今後国および地方自治体等において種々の二酸化

炭素削減施策の導入を検討する際，森林経営活動が費用

対効果の高い二酸化炭素削減施策となる可能性を示して

いる． 

 

 

6.  まとめ 

 

本研究により以下の点が明らかになった． 

①森林吸収源の取り扱いに関して，京都議定書の第二約

束期間以降も現行の IPCC Default Approach (森林からの

木材伐採を伐採時点で炭素排出と評価する方法)が採

用される場合，日本国内の人工林では，常時複層林型

だけが持続的に炭素吸収量を確保できる森林経営手法 

となり，現状の国内人工林の状況を想定した弱択伐型

は持続的に炭素吸収機能を維持することができない経

営手法であること． 

②今後の本格的導入が検討されている国内排出権取引制

度において，森林経営による二酸化炭素吸収量が排出

権取引の対象として認められた場合，排出権売却利益

-10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

皆伐植林型

弱択伐型

短期二段林型

常時複層林型

経営収支 (円/ha/year)

育林補助金含む

排出権売却利益含む

現状の森林経営収支
(育林補助金なし)

7,900

3,300

2,600

170

0 2,000 4,000 6,000 8,000

エネルギー転換施策

省エネルギー施策

自動車交通施策

常時複層林型森林経営

限界削減費用 (円/t-CO2)

図-5 排出権売却利益と育林補助金を考慮した 

森林経営収支の比較結果 

図-6 森林経営と他の施策における二酸化炭素削減費用 
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を含めた森林経営収支は，弱択伐型および常時複層林

型において現行の育林補助金と同等もしくはそれ以上

の収支改善効果を示すこと． 

③二酸化炭素を吸収するための森林経営活動は，他の二

酸化炭素削減施策(エネルギー転換施策，省エネルギ

ー施策，自動車交通施策)を導入する際の限界削減費

用(円/t-CO2)と比較して 1/15 以下の費用負担で実施可

能であること． 

 

本研究では国内人工林を対象として種々の森林経営手

法を評価したが，今後，伐採木材の焼却時もしくは生物

分解時による炭素排出を含めた都市部等の木材消費分野

に関わる炭素収支も評価対象とすることにより，森林経

営および木材消費に関わる炭素収支を包括的に評価する

ことが重要と考える．また，森林経営収支の試算におい

て，100 年間を通した長期的な経営収支予測手法には課

題が残っており，特に，木材伐採・搬出・運搬費用の見

積もりは過小評価となっている可能性があるため，今後

検討していく必要がある． 
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 EVALUATION OF THE FOREST MANAGEMENT PROCEDURE IN JAPAN 
 BASED ON LONG-TERM CARBON MASS BALANCE 

 
Chihiro KAYO, Koji AMANO and Koji SHIMADA 

 
We investigated the forest management procedure which can assimilate much amount of CO2 

continuously in the planted forest in Japan for 100 years after 2002. We also evaluated forest economically 
considering the carbon assimilation capacity. When  IPCC Default Approach was adopted about harvested 
wood products after the second commitment period of Kyoto Protocol, we would be able to confirm the 
forest management procedure whose amount of annual average CO2 assimilation became nearly 6% of 
domestic CO2 emission in 1990. On the other hand, on the condition that assimilated CO2 through forest 
management procedure can be traded in the future domestic emissions trading market, the balance of forest 
management income and expenditure including emissions-rights sale profits is indicated to be equivalent to 
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the balance on silviculture subsidy, or more profitable than that. Furthermore, forest management could be 
found to cost less than 1/15 of the marginal abatement costs in other CO2 reduction measures, such as energy 
saving. 

 
 
 
 
 
 
 

 


